
麻薬の新規指定について  

平成17年10月14日  

監視指導■麻薬対策課  

1 概要   

今般、MBDB及び2C－T－7の2物質を麻薬及び向精神薬取締法に基づ  

く麻薬に指定することについて、パブリックコメントの募集を10月17日か  

ら実施する。   

これらの2物質は、厚生労働省の買上げ調査、インターネット監視等でも国  

内での流通が確認されており、乱用による保健衛生上の危害が懸念されること  

から麻薬に指定し規制を行う予定のものである。  

2 新たに麻薬指定する予定の2物質  

（1）MBDB  
化学名 ：N－メチルーα一エチルー3，4－メテレンジオキシフェ  

ネテルアミン  

薬理作用：幻覚作用  

（2）2C一丁－7  

化学名 ：2，5－ジメトキシー4－プロピルチオフエネテルアミン  

薬理作用：幻覚作用  

3 今後の予定   

これらの2物質を麻薬指定するため、パブリックコメントの後に「麻薬、麻  

薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」の改正を行う予  

定。   

パブリック・コメントの募集 10月17日から11月16日まで（31日間）   

政令の改正  平成17年度中   




